
小樽市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例（原案） 

 

 

１ 乳児等通園支援制度（こども誰でも通園制度）の概要等 

⑴ 制度概要 

  国が令和５年１２月に策定した「こども未来戦略」の「加速化プラン」に基づき、全て

の子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強

化するため、「児童福祉法」の一部が改正され、現行の幼児教育・保育に加え、就労要件

を問わず、時間単位で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）が

創設されました。 

  この制度は、令和７年度に法律上制度化し、地域子ども・子育て支援事業の一つとして

実施され、令和８年度以降「乳児等のための支援給付」として、全国の自治体で実施され

る「給付制度」となります。本市は、令和８年度から実施することとしています。 

 

⑵ 実施内容 

 ・ ０歳６か月から満３歳未満の児童で、保育所等に通っていない児童を月一定時間の利

用可能枠の中で、時間単位で通園できます。なお、認可保育所等の入所要件と異なり、

保護者の就労等、保育を必要とする要件（保育認定）は問いません。 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ・ 事業の実施施設については、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育

事業所、幼稚園、地域子育て拠点、企業主導型保育所、認可外保育施設、児童発達支援

センター等が想定され、民間事業者が実施する場合は、小樽市の「認可」と「確認」を

必要とします。 

   

 ・ 事業の実施に当たって、事業者等は、市に対し「認可」と「確認」の申請をします。 

・ 「認可」＝人員の配置、建物面積が必要な基準を満たしているか など 

  ・ 「確認」＝市が給付をする事業者、施設として適格か など 

 

   

 

0歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

就労等の

要件必要

就労等の

要件不要

保育所、認定こども園（保育部門）

幼稚園、認定こども園（教育部門）

小学校

６歳～

乳児等通園支援事業

（こども誰でも通園制度）



２ 条例の制定について 

⑴ 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について 

  子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第８条の規定により、乳児等通園支援制

度に対応した給付制度として「乳児等のための支援給付」が創設されました。 

  法第５４条の２の規定において、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う事業者は、

市に「確認」の申請をする必要があり、市が「確認」をするに当たっては、法第５４条の

３の規定において準用する法第４６条第２項の規定により、条例を定めなければならな

いこととなっています。 

  また、法第４６条第３項の規定により、条例を定めるに当たっては、内閣府令で定める

基準に「従い」、又は「参酌」するものとされており、令和８年度からの事業開始に向け、

市町村が行う確認事務に必要となる基準を条例で定めるものです。 

  なお、「従うべき基準」、「参酌すべき基準」である国の基準（内閣府令）については、 

「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準」 

（令和７年１１月１３日内閣府令第９５号）   となります。 

   

 

  

  条例を定めるに当たっては、「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準」において

「従うべき基準※１」と「参酌すべき基準※２」に沿って定めることとなります。 

※１「従うべき基準」…必ず適合しなければならない基準  

※２「参酌すべき基準」…十分参照しなければならない基準 

 

基準の区分 基準の対象となる事項 

従うべき基準 ・利用定員に関する基準 

・面談に関する基準 

・正当な理由のない提供拒否の禁止 

・あっせん及び要請に対する協力 

・支払に関する基準 

・特定乳児等通園支援の取扱方針 

・乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則 

・虐待等の禁止 

・秘密保持等に関する基準 

・事故発生の防止及び発生時の対応 

参酌すべき基準 ・上記以外の事項 

 

⑵ 市独自で定める規定 

  上記基準のほか、次の規定を本市独自で規定します。 

 ① 市民の安全で平穏な生活の確保、社会経済活動の健全な発展及び青少年の健全な育

成に寄与することを目的とし、「特定乳児等通園支援事業」を運営する事業者は暴力団

等であってはならない「暴力団の排除」に関する規定 

【小樽市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例】の策定 



   

※別途資料にて、小樽市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（案）を示して 

います。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

  本事業の開始は令和 8 年４月１日の予定ですが、手続等の準備行為は事業開始前に実

施できるよう附則で規定する予定です。 

 

 

 


